
○壬生町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱 

 

平成２６年 ９月２２日 

告示第６１号 

改正 平成２７年１２月２４日 

改正 令和 元年１１月２１日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、壬生町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業の実施に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は、壬生町とする。 

（備付帳簿） 

第３条 町長は、事業の実施に当たって、壬生町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成

台帳（様式第１号）を備えるものとする。 

（定義） 

第４条 この要綱において「補聴器購入費等」とは、別表に定める補聴器を新たに購入す

る経費、別表に定める耐用年数を経過した後に補聴器を更新する経費又は修理に要する

経費をいう。なお、災害等本人の責任によらない事情により亡失・毀損した場合の購入

等に要する経費を含むものとする。 

２ この要綱において「助成対象児童」とは、次の第１号から第３号までの要件を全て満

たす１８歳未満の児童をいう。ただし、第４号又は第５号の要件のいずれかに該当する

場合は助成対象から除外する。 

(1) 壬生町の区域内に住所を有するもの 

(2) 両耳の聴力レベルが原則として３０デシベル以上７０デシベル未満で、身体障害者

手帳の交付の対象とならないもの 

(3) 補装具費支給意見書（聴覚障害者用）を作成できる医師から、補聴器の装用により

言語の習得等一定の効果が期待できると判断されたもの 

(4) 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の他の世帯員の中に、町民税所得割の

額が４６万円以上の者がいる場合 

(5) 助成対象児童が労働者災害補償保険法（平成２２年法律第５０号）その他の法令の

規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けている場合 

３ この要綱において「基準額」とは、次の各号に相当する額をいう。 

(1) 購入及び更新においては、別表に定める１台当たりの基準価格の１００分の１０６ 

(2) 修理においては、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する

基準（平成１８年厚生労働省告示第５２８号）別表で規定する修理基準による価格の

１００分の１０６ 

４ この要綱において「助成対象経費」とは、補聴器購入費等の総額又は基準額のいずれ

か少ない額をいう。 

５ この要綱において「利用者負担額」とは、助成対象経費から次条に定める壬生町軽度・



中等度難聴児補聴器購入費等助成金（以下「助成金」という。）の額を差し引いた額を

いう。 

６ この要綱において「申請者」とは、助成対象児童の保護者をいう。 

７ この要綱において「補装具業者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第１２３号）の規定に基づく補装具費の支給並びに

補装具の販売又は修理を行う事業者であって補聴器の取扱いを登録されている事業者を

いう。 

（助成額） 

第５条 町長は、助成対象経費に３分の２を乗じて得た額（小数点以下切捨て）を助成金

として支給するものとする。 

ただし、利用者負担額の月額合計が３７，２００円を超える場合には、利用者負担額

の月額合計から３７，２００円を差し引いた額を助成金に追加して支給するものとする。 

２ 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯が生活保護世帯又は町民税非課税世帯で

ある場合には、前項の規定に関わらず、助成対象経費の全額を助成金として支給するも

のとする。 

（助成金の支給申請等） 

第６条 助成金の支給申請は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金（購入・修理）

支給申請書（様式第２号）（以下「支給申請書」という。）により、申請者が行うもの

とする。 

２ 前項の支給申請書には、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書（様式第

３号）（以下「意見書」という。）及び意見書の処方に基づき補聴器販売業者が作成し

た見積書を添付するものとする。ただし、当分の間は、補装具費支給意見書（聴覚障害

者用）をもって当該意見書に代えることができるものとし、また、補聴器の更新及び修

理においては、当該意見書の写しをもって当該意見書に代えることができる。 

３ 町長は、第１項の規定による申請があったときは、調査書（様式第４号）を作成しな

ければならない。 

（助成金の支給決定の通知） 

第７条 町長は、助成金の支給の決定をしたときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等

助成金支給決定通知書（様式第５号）（以下「支給決定通知書」という。）により通知

し、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給券（様式第６号）を交付するものと

する。 

２ 町長は、助成金の支給を却下する旨の決定をしたときは、軽度・中等度難聴児補聴器

購入費等助成金支給却下決定通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

３ 申請者は、支給決定後に、支給決定通知書に記載された補聴器販売業者において、補

聴器の購入等を行うものとする。 

（助成金の請求等） 

第８条 助成金の請求は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支払請求書（様式第

８号）（以下「請求書」という。）により、前条の支給決定を受けた申請者が行うもの

とする。 



２ 前項の請求書には、支給決定通知書に記載された補聴器の購入等に係る領収書を添付

するものとする。 

３ 町長は、第１項の規定による助成金の適法な請求を受けたときは、３０日以内にその

額を支払うものとする。 

４ 町長は、申請者の利便性を考慮し、前３項の規定によらず、申請者に支払うべき額を

申請者に代わり補装具業者に支払うこと（代理受領）ができる。 

（助成金の代理受領） 

第９条 助成金の代理受領については、壬生町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登

録等に関する要綱（平成１８年壬生町告示第８１号）の例による。 

（助成金の決定の取消） 

第１０条 町長は、次のいずれかに該当する場合には、支給の決定の取り消し、その者か

ら既に支給した額の全部又は一部を返還させることができる。 

(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費等の助成を受けたとき。 

(2) 補聴器を支給目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。 

(3) その他、補聴器購入費等の助成が不適当と町長が認めるとき。 

（遡及対応） 

第１１条 平成２６年度の支給申請においては、平成２６年４月１日以降に補聴器の購入

等を行った場合に限り、補聴器の購入等の後でも支給申請を認めるものとする。その場

合、支給申請書に次の各号に定める全ての書類を添付するものとする。ただし、当分の

間は、補装具費支給意見書（聴覚障害者用）をもって当該意見書に代えることができる

ものとし、また、補聴器の更新及び修理においては、当該意見書の写しをもって当該意

見書に代えることができる。 

(1) 意見書 

(2) 意見書の処方に適合する補聴器の購入等に係る見積書又は請求書 

(3) 意見書の処方に適合する補聴器の購入等に係る領収書の写し 

（補足） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

制定文 抄 

平成２６年４月１日から適用する。 

改正文（平成２７年告示第９６号）抄 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）附則第１条第４号に掲げる規則の施行の日（平成２８年１月１日）から適

用する。ただし、この要綱の施行の際、改正前の壬生町軽度・中等度難聴児補聴器購入費

等助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 

  改正文（令和元年告示第４４号）抄 

令和元年１０月１日から適用する。 

 

 



別表（第４条関係） 

補聴器の種類 １台当たりの

基準価格（円） 

基準価格に含まれるもの 耐用年

数 

軽度・中等度難聴用ポケット型 ４３，２００円 ①補聴器本体（電池を含む。） 

②イヤモールド 

（注）イヤモールドを必要と

しない場合は、基準価格か

ら９，０００円を除く。 

５年 

軽度・中等度難聴用耳かけ型 ５２，９００円 

高度難聴用ポケット型 ４３，２００円 

高度難聴用耳かけ型 ５２，９００円 

重度難聴用ポケット型 ６４，８００円 

重度難聴用耳かけ型 ７６，３００円 

耳あな型（レディメイド）※ ９６，０００円 

耳あな型（オーダーメイド）※ １３７，０００

円 

補聴器本体（電池を含む。） 

骨導式ポケット型 ７０，１００円 ①補聴器本体（電池を含む。） 

②骨導レシーバー 

③ヘッドバンド 

骨導式眼鏡型 １２７，２００

円 

①補聴器本体（電池を含む。） 

②平面レンズ 

（注）平面レンズを必要とし

ない場合は、基準価格から

１枚につき３，６００円を

除く。 

※ 耳あな型（レディメイド及びオーダーメイド）の支給対象者については、国の基準

（「補装具費支給事務取扱指針」の別表）のとおりとする。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第７条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

 


